
金
揮
官
蹴
志
巻
十
七

(
裏
菊
紋
章
の
固
略
す
)

皆
実
稲
元
年
十
一
月

菊
御
紋
之
事
実
穏
元
年
被
ν
下
ν
之
辛
。
の
如
v
件。

嘉

永

二

年

七

月

能

登

守

粛

部

宿

踊

加
賀
園
石
川
郡
金
棒
野
町
鋳
物
師

村

山

四

郎

兵

衛

鋳
物
師
職
座
法
之
捻

一
、
御
公
用
被
a
仰
向
-
節
者
.
借
帝
国
-
朝
思
-
無
=
遜
滞
扇
動
儀
、
可
v
骨川昌専

要-事。
一
、
御
卸
依
之
拘
任
a
先
々
吉
例
-
御
一
蹴
儀
勤
仕
之
儀
.
不
v
可
=
疎
略
-
事

d

一
、
緒
役
御
菟
除
之
事
.
無
a
市
料
山
料
率
分
例
物
巴
下
井
緒
開
梅
河

波
等
之
煩
-
可

vZ鰐
猶
鋳
物
師
中
自
国
他
国
相
論
之
族
有
注
者
.

則
波
昌
牧
一
所
帯
ニ
門
之
鐙
迄
可
v
被
v
行
a
死
罪
-
俄
者
.
数
通
之
御
牒
之
御

文
言
有
v
之
事

e

一
‘
鏡
鋳
等
之
事
者
.
一
圏
一
郡
に
御
牒
持
蕎
書
等
所
持
之
者
有
v
之

所
h
は
‘
仮
令
奮
害
頂
獄
之
雄
v鴛
議
物
師
一
共
所
へ
入
飢
燈
相
建
令
a

錨
轡
-
儀
、
竪
可
v
a
崎
昌
停
止
吋
共
所
に
由
緒
之
鋳
物
師
於
v
無
v
之
者
格
別

也
。
況
他
方
よ
り
入
込
候
者
.
互
以
入
魂
安
静
可
v
勤
事
. I=P 

中j

珍

弘

(
判
)

正
徳
四
甲
午
十
一
月
朔
日

加
賀
園
金
棒
鋳
物
師

村
山
四
郎
兵
衛

村

山

徳

松

小

ヱ

九

兵

衛

小

ヱ

櫛

兵

衛

鋳
物
師
職
之
事
奮
雌
分
明
之
保
.
愈
傘
"
靭
思
-
可
v
従
=
座
法
醤
規
国
之
欽

如
v
件
.

禁
裏
諸
司

天

明

五

年

三

月

能

登

守

備

部

宿

繭

(

判

)

加
貧
困
金
海
野
町
鋳
物
師
村
山
四
郎
兵
衛

村

治

助
山

村

山

牟

助

此
の
外
文
化
三
年
八
月
・
同
十
四
年
十
月
・
嘉
永
二
年
七
月
・
明
治
三

年
四
月
、
四
度
の
織
目
之
分
皆
同
文
也
。

此
の
外
鋳
物
師
に
嵐
せ
し
沓
記
・
書
札
類
種
々
家
議
す
と
い
へ
ど
も
、

事
鍵
冗
に
付
き
、
今
停
書
中
要
用
の
書
類
而
巴
を
袋
に
殺
す
。

。
鋳
物
師
来
歴

鋳
物
師
由
来
替
に
云
ふ
。
抑
e
鋳
物
師
の
濫
筋
は
、
紳
代
の
い
に
し
へ

金
滞
古
蹟
志
巻
十
七

こ
O

つ
受
領
之
事
者
・
共
人
鉢
許
に
て
無
品
稽
目
一
線
子
孫
に
相
僻
儀
有
一

間
敷
事
.

一
、
新
鋳
物
師
者
.
勿
論
御
代
々
一
御
牒
井
御
給
皆
之
御
文
言
に
全
信
局
昌

御
禁
止
-
之
儀
.
猶
寅
徳
年
中
差
出
論
文
百
九
人
子
孫
之
外
.
新
儀
之

煩
不
v
可
a
企
巧
二
柳
於
a
建
飢
之
輩
-
者
.
於
v
不
v
令
昌
停
止
-
者
.
既
被
且
成
v

下
-
蕗
之
奮
書
.
井
仁
平
年
中
よ
り
令
昌
経
朕
-
供
御
人
詮
無
v
之
事
。

一
、
依
勤
職
之
勝
手
-
廻
園
井
相
替
欝
有
v
之
者
一
早
漣
可
=
申
訴
-
事
.

一
、
御
磁
代
替
之
節
祝
儀
、
如
v
例
可
v
致
=
馳
走
-
事
。

右
之
趣
経
=
高
間
一
・
永
矯
昌
鋳
物
師
職
座
法
-
定
置
慮
也
“
若
於
a
逮
袋
之

・
者
一
念
度
可
v
途
n
札
明
-
者
也
.
何
如
v
件
.

天

正

四

年

八

月

十

三

日

御

磁

宗

弘

判

右
天
正
四
年
勅
印
被
昌
成
下
-
座
法
提
窮
授
v
之
者
也
.

文

化

三

丙

寅

年

八

月

美

浪

守

康

寧

判

加
州
金
棒
野
町
鋳
物
師
村
山
四
郎
兵
衛

加
賀
園
金
津
鋳
物
師
四
郎
兵
衛

d

賞
者
能
登
圏
中
居
村
鋳
物
師
新
左

衛
門
子
孫
也
.
今
度
設
1
土
足
元
規
之
家
職
相
勤
蕗
.
紳
妙
至
也
.
抑

鋳
物
師
所
職
永
集
策
可
v
第
a
共
家
再
興
一
の
佳
品
先
例
-
般
如
v
件。

禁
裏
跨
司
従
五
位
上
搬
入
方
御
議
員
総
刑
部
少
輔

土
器
を
以
て
国
家
の
用
器
と
友
し
け
る
を
、
天
児
屋
根
命
は
じ
め
て

鋳
物
の
務
を
用
ひ
給
ふ
。
共
の
頃
の
鋳
物
師
職
と
い
へ
る
は
、
玉
組

命
・
石
凝
姥
命
・
天
目
一
箇
命
の
三
紳
に
て
、
天
の
脊
久
山
の
土
を
と

り
て
‘
自
の
紳
の
形
像
を
鋳
さ
せ
給
ふ
。
是
よ
り
後
物
換
り
星
移
り

て
人
皇
に
至
り
、
紳
武
天
皇
よ
り
四
十
三
代
元
明
天
皇
の
御
宇
和
銅

年
中
よ
り
、
普
く
天
下
に
鋳
物
の
鍋
・
釜
を
用
ひ
、
園
家
の
軍
務
と
し

て
鋳
遺
せ
し
め
ら
れ
し
故
K
.
鋳
物
師
は
諸
職
人
の
長
た
り
け
り
。

愛
に
人
皇
七
十
六
代
近
衛
天
皇
の
御
宇
仁
平
年
中
に
、
毎
夜
深
更
に

ゐ
よ
ぴ
悪
風
吹
き
来
り
て
、
禁
、
内
の
燈
火
を
ば
一
時
に
吹
消
し
け

り
。
是
に
依
っ
て
主
上
御
悩
と
な
ら
せ
給
ふ
。
高
位
高
官
の
絡
棄
を

召
さ
れ

τ、
御
新
騰
を
命
ぜ
ら
る
と
い
へ

E
も
.
悪
風
の
燈
火
を
吹

消
す
事
倫
止
ま
ざ
り
け
れ
ば
、
御
蔵
民
都
大
丞
紀
元
弘
と
申
す
人
.

其
頃
は
河
内
閣
丹
南
郡
の
内
を
領
し
居
た
り
。
依
て
領
内
の
鋳
物
師

天
命
と
い
ふ
者
を
召
連
れ
、
禁
廷
へ
伺
候
し
、
奏
聞
し
て
鍛
燈
捕
臓
を

一
義
献
上
し
け
る
に
‘
此
の
燈
燈
の
火
を
ば
悪
風
と
い
へ
ど
も
消
去

る
事
あ
た
は
宇
。
茜
叡
感
あ
ら
せ
ら
れ
、
共
規
模
に
よ
り
て
繊
燈
趨

を
ぽ
宵
八
銭
物
師
へ
鰭
立
方
勅
命
あ
り
。
依
て
夜
を
日
に
縫
ぎ
て
‘

一
笠
夜
に
悉
〈
鋳
立
献
じ
奉
り
け
る
に
、
百
八
の
燈
燈
を
ば
禁
中
に




